
【別紙－３】

令和８年度食品衛生監視指導実施計画
項目 事業 ４～５月 ６～８月 ９～１０月 １１～１２月 １～３月

○ 集団給食施設（学校等）の一斉監視 ○ ○ ○ ○ 集団給食施設（病院等）一斉監視

○ 観光行楽地の監視指導 ○ 生かき等取扱施設の一斉監視

【対象業種（施設）】 【対象業種（施設）】 【対象業種（施設）】 【対象業種（施設）】 【対象業種（施設）】

・飲食店営業（旅館等） ・飲食店営業（仕出し、弁当等）、そうざい製造業 ・集団給食施設（社会福祉施設等） ・水産製品製造業（魚肉練り製品） ・魚介類競り売り営業

・食品販売業（道の駅等） ・飲食店営業 ・飲食店営業（仕出し・弁当等） ・食肉製品製造業 ・魚介類販売業

○ 添加物製造業一斉監視 （加熱不十分な食肉調理提供施設） ○ 食肉処理業（食鳥肉・野生鳥獣）一斉監視 ・菓子製造業 ・食品販売業（スーパー等）

・食品販売業（スーパー等） ・飲食店営業（宴会場等） ・飲食店営業

○ 食品製造業重点監視 ・食品販売店（スーパー等） ○ 食品製造業重点監視

【対象業種（施設）】 ○ふぐ取扱関係営業の一斉監視 【対象業種（施設）】

・冷凍食品製造業 【対象業種（施設）】 ・みそ又はしょうゆ製造業

・清涼飲料水製造業 ・魚介類競り売り営業 ・その他の製造業

・アイスクリーム類製造業 ・魚介類販売業

・密封包装食品製造業 ・水産製品製造業

・豆腐製造業 ・飲食店営業

・菓子製造業

○ 第76回全国植樹祭えひめ2026に関する監視 ○

○ ○ ○ ○ ○

○ 食品衛生月間（８月） ○ 集団食中毒防止月間（９月） ○

(年間を通じ食中毒注意報の発令） ○

○ 夏期食品一斉取締り（７月） ○食品添加物等の年末一斉取締り（12月）

○ 食品表示の夏期一斉取締り（７月） ○食品表示の年末一斉取締り（12月）
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（一社）愛媛県食品衛生協会と連携したノロウイルス食中毒予防啓発の実施（11～１月）

　　　　　　　別添事業計画（別紙-３（２））により実施する｡

主に、許可更新施設を対象とした監視指導
を実施

主に、許可更新施設を対象とした監視指導
を実施

主に、許可更新施設を対象とした監視指導
を実施

食品営業者、消費者に対する
食品衛生思想の普及啓発

食品衛生の監視指導の強化が求められる
夏期において食品表示の適正を確保する。

主に、許可更新施設を対象とした監視指導
を実施

Velo-city２０２７Ehimeに関する監視

ふぐに関する知識の普及啓発によるふぐ中毒防止対策の推進

ふぐ中毒防止期間（12～１月）
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夏期に多発する食中毒等、食品による事故
を防止するため、製造業、販売業及び飲食
店等の一斉監視

大規模食中毒が多発する時期であることか
ら、業種を定め集中監視を実施

重
点
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年末・年始における広域流通食品等に対す
る一斉監視指導
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主に、許可更新施設を対象とした監視指導
を実施
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夏期に多発する食中毒等の食品による事故
防止を図る。
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イベント等による大規模食中毒等の発生防
止対策の推進

多種類の食品が短期間に流通する年末年
始の食品による事故防止及び冬期に多発
するノロウイルス食中毒防止を図る。

多種類の食品が短期間に流通する年末年
始の食品表示の信頼性を確保する。


